
 

 

 

 
相談内容の分類で上位事例の順位は、ここ数年同順位となっています。相談の総件数は1,931 件で前年

度と比べ１０％増加し、増加率の１位も「インターネット等の利用に関するトラブル」の２１％でした。 

順位 主な相談内容 相談件数 

1 
インターネット等の 

利用に関するﾄﾗﾌﾞﾙ 

「パソコンで無料のアダルトサイトに入って画像をクリッ

クしたところ、登録完了画面が出て料金の請求を受けた」と

いう、ワンクリック請求や架空請求など相談。 

441 

2 
賃貸アパートの 

敷金返還など 

「賃貸アパートを退去したら、ハウスクリーニング代金、畳

替え、クロスの張替えなど高額な請求を受け、敷金が戻らな

い」等の敷金返還に関する相談。 

276 

3 
投資型金融商品 

に関するﾄﾗﾌﾞﾙ 

電話で、有益な業者のパンフレットが届くので、自分の代わ

りにこの会社に出資して欲しいと言って高額な契約をさせ

る、劇場型の悪質な投資勧誘などの相談。 

212 

4 
スマートフォン・ 

パソコンの不具合 

「購入したばかりのスマートフォンが壊れて使えなくなり、

新機種に交換して欲しいと申し出たが、修理の対応と言われ

納得できない」などの相談。 

167 

5 結婚情報など 

「結婚情報サービス会社に入会したが相手を紹介してもら

えず、解約を申し出たが、解約料が高く、ほとんど戻らな 

く不満だ」などの相談。 

113 
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高齢者の消費者被害の未然防止・拡大防止を目的として 

【高齢者被害特別相談】を実施します。 
電話でも、来所でも相談をお受け致します。 

東京都消費生活総合センター高齢者被害110 番：０３－３２３５－３３６６ 

すみだ消費者センター（裏面参照） 

平成２４年９月１２日（水）、１３日（木）、１４日（金）の３日間 

午前９時から午後４時まで  

 ※すみだ消費者センターは、午後 4 時３０分までお受け致します。 

 

悪質商法に 
気をつけよう！ 



  

スマートフォンで 

個人情報を盗み取られ、 
料金請求の電話があった！ 

 

［相談事例］                                        

スマートフォンでアダルトサイトにアクセスし、動画を見るため 

のアプリをダウンロードした。後日サイト事業者から電話があり、8 万円の視聴料金を請

求された。アクセスした際に自分の個人情報は入力していないが、なぜ電話がかかってき

たのか。サイト内に有料の表示はなかったので料金の支払いには納得いかない。 

 

［アドバイス］                                 

アダルトサイトにアクセスした際、「再生専用アプリ」のダウンロードを促す画面が出

ることがあります。このアプリをダウンロードしたことで、相談者の電話番号やメールア

ドレスなどがサイト事業者に自動送信されてしまったと考えられます。 

個人情報の流出は悪質な行為に利用される可能性があり、残念ながら、一度流出した情

報を取り返すことはできません。 

料金の請求に納得できなければ、メールの受信拒否設定や電話の着信拒否設定を行い、

支払わずに様子をみましょう。 

 

不正アプリ対策として、ダウンロードする際に「アプリの提供元が信頼できるところで

あるか」を確かめましょう。 

また、セキュリティソフトの導入も大切です。 

スマートフォンは「パソコンに電話機能がついた多機能携帯電話」です。 

このことを意識して使用しましょう。 

 

 

 

 

 

   

■相談日……月曜日～土曜日（土曜日は電話相談のみ）  
（日曜日・祝日・祭日・年末年始はお休みです。） 

■相談時間…午前９時００分～午後４時３０分 

■所在地…墨田区押上２-１２-７ セトル中之郷２階 
● 東武伊勢崎線･東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営浅草線 

「押上駅」Ａ３出口徒歩３分    

● 東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー駅」駅徒歩７分 

 




